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会議の日程や一般質問の順番は、議事運営上の都合により変更することがあります。

９月会議が始まりました
◎９月会議の日程が決まる
　　９月５日（木）午後１時に会議を開き、次のとおり日程を決定しました。

◎今会議で審議される議案
議案第１号　鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
　　　　　　【概要】�地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公務員法に新たに創設される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項

を定めようとするものです。
議案第２号　鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、特別職非常勤職員の要件が整理されたことに伴う職種の区分を改正することその他所

要の改正をしようとするものです。
議案第３号　鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行等を踏まえ、印鑑登録証明書の旧氏の記載を可能にすること、同証明書のマイナンバーカードによるコ

ンビニ交付を可能にすることその他所要の改正をしようとするものです。
議案第４号　鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に係る経過措置の期間を延長する

ことその他所要の改正をしようとするものです。
議案第５号　鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、食事の提供に要する費用の取扱いを変更すること

その他所要の改正をしようとするものです。
議案第６号　鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、複数の建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の審査

に係る手数料の額の取扱いを定めようとするものです。
議案第７号　鎌ケ谷市下水道事業の設置等に関する条例の制定について
　　　　　　【概要】�本市の下水道事業に関し、地方公営企業法の財務規定を適用しようとするものです。
議案第８号　鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例及び鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　【概要】�指定管理者に鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市学習センターの管理を行わせる場合の利用料金制度に関することを定めようとするものです。
議案第９号　令和元年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額３３９億２，４５８万５千円に対し、歳入歳出それぞれ１９億３６２万４千円を追加し、補正後の予算総額を３５８億２，８２０万９千円

にしようとするものです。
議案第10号　令和元年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１０５億２，３００万円に対し、歳入歳出それぞれ２億２，０２５万円を追加し、予算総額を１０７億４，３２５万円にしようとするもの

です。
議案第11号　令和元年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　【概要】�予算総額２３億６，７００万円について、歳入予算の款項の予算額を変更しようとするものです。
議案第12号　令和元年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額７２億２，２００万円に対し、歳入歳出それぞれ２億６，３６７万円を追加し、予算総額を７４億８，５６７万円にしようとするものです。
議案第13号　令和元年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１３億２，６００万円に対し、歳入歳出それぞれ９０５万６千円を追加し、予算総額を１３億３，５０５万６千円にしようとするものです。
議案第14号　平成３０年度鎌ケ谷市一般会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入３５９億８，６９４万２千円、歳出３３９億１，５５４万５千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では繰越金

や市税、諸収入の増、歳出では財政調整基金積立金や陸上競技場改修事業、義務教育施設維持補修事業などの増によるものです。
議案第15号　平成３０年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１１０億７万６千円、歳出１０７億８，２１０万１千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、千葉県国民健康保険特別

会計へ移行されたため、歳入では前期高齢者交付金や共同事業交付金などの皆減、歳出では共同事業拠出金や後期高齢者支援金等などの皆減によるものです。
議案第16号　平成３０年度鎌ケ谷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入２２億７，１４０万円、歳出２０億６，６８３万９千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では市債や繰入金の

減、歳出では事業費の減によるものです。
議案第17号　平成３０年度鎌ケ谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入７５億２，２１７万７千円、歳出７２億８，０２７万２千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では保険料や県

支出金、繰入金の増、歳出では保険給付費や地域支援事業費の増によるものです。
議案第18号　平成３０年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１３億９３万７千円、歳出１２億９，１８８万円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では後期高齢者医療保険料

の増、歳出では広域連合納付金の増によるものです。
議案第19号　指定管理者の指定について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市コミュニティセンターの管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第20号　指定管理者の指定について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館の管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第21号　鎌ケ谷市市道路線の認定及び廃止について
　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市市道路線として、新たに８路線を認定するとともに、２路線を廃止しようとするものです。

（２面に続く）

インターネット議会中継を行っています
市議会では開かれた議会を目指し、本会議の様子をインターネットにて配信しています。鎌ケ谷市議会のホームページでご案内をしておりますのでご覧ください。
なお、視聴の際は免責事項をお読みいただき、ご了承くださいますようお願いします。

鎌ケ谷市議会のホームページアドレス　http://www.city.kamagaya.chiba.jp/gikai/index.html

日 曜日 時間 内容
９月１０日 火 午前１０時 議案に対する質疑

　　１１日 水 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
都市・市民生活常任委員会

　　１２日 木 午前１０時 教育福祉常任委員会

　　１７日 火 午前１０時 決算審査特別委員会

　　１８日 水 午前１０時 決算審査特別委員会

日 曜日 時間 内容
９月１９日 木 午前１０時 決算審査特別委員会
　　２０日 金 午前１０時 一般質問
　　２４日 火 午前１０時 一般質問
　　２５日 水 午前１０時 一般質問
　　２６日 木 午前１０時 一般質問
　　３０日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会


